
３３ 高齢者対策の推進 

 〔現況及び施策の方向〕   「高齢期における自分らしい暮らしをみんなで支え合う広島県づくり」を基本理念とし，「元気な高齢者を増やします」，「地域包括ケアを進めます」の 2つの総括目標に向かって施策の推進を図る。 
 

 〔事業の内容〕  １ 総合的な施策の企画・調整 ひろしま高齢者プランの推進（予算額 866 千円） 「第 5期ひろしま高齢者プラン」（平成 24～26 年度）に基づき，「高齢者対策総合推進会議」により，元気で活躍するプラチナ世代づくりをはじめ，医療・介護・福祉・保健の連携，介護サービスの充実，ケアマネジメント機能の強化，認知症対策，介護予防などの施策の総合的な推進を図る。 区   分 事  業  内  容 高齢者対策総合推進会議の運営 県民，市町，職能団体，民間団体，事業者団体等の代表者で構成する会議を運営し，関係団体等との連携・協働による施策の総合的な推進，実施状況の検証を行う。   ２ 高齢者が活躍できる社会づくりの推進 （1） 明るい長寿社会づくり推進事業（予算額 39,081 千円） 「ゆとりある明るい長寿社会」構築のための意識啓発等，各種の事業を実施し，高齢者の生きがいと健康づくり，社会参加を推進する。（平成 2年度創設）   ○ 委 託 先  社会福祉法人広島県社会福祉協議会   ○ 委託期間  平成 25年 4月 1日～平成 26 年 3月 31 日   ○ 事業内容 事  業 事  業  内  容 全国健康福祉祭（ねんりんピック）への選手派遣等 全国健康福祉祭（ねんりんピック）の派遣選手選考及び派遣 〔広島県シニア総合スポーツ大会（派遣選手選考）〕  【会場】 H24 広島市・呉市  H25 尾道市・三原市 〔全国健康福祉祭（ねんりんピック）（選手派遣）〕  【会場】 H24 宮城県   H25 高知県 広島県シルバー作品展 高齢者による作品（日本画，洋画，彫刻，工芸，書，写真）の募集と優秀作品の展示等 ※次年度の全国健康福祉祭（ねんりんピック）美術展の選考を兼ねる。 シニア囲碁・将棋大会 高齢者を対象とする将棋及び囲碁の大会の開催 ※次年度の全国健康福祉祭（ねんりんピック）の予選会を兼ねる。 よがんすネット 明るい長寿社会づくり推進事業等の情報発信 〔ホームページアドレス〕 http://www.yogans.net  （2） 老人クラブ活動の推進（予算額 39,806 千円） 平成 19 年度に公益財団法人広島県老人クラブ連合会がまとめた「これからの老人クラブ活動のあり方に関する報告書」に基づく地域支援活動の推進や地域づくり活動が定着するよう支援する。 また，市町を単位とする研修，健康づくりなど広域的な事業を展開する市町老人クラブ連合会に対し助成を行うとともに，県老人クラブ連合会に対して助成する。  



第 1表 老人クラブの状況                                    （単位 団体，人） 区     分 ク ラ ブ 数 会 員 数 県        分 1,617 89,403 広 島 市 分 523 39,273 福 山 市 分 544 32,091 計 2,684 160,767      クラブ数，会員数は平成 24 年度末現在の数値である。  （3） プラチナ世代社会参画促進事業（予算額 16,250 千円） 高齢化が進展していく中で，地域の活力を維持向上させるためには，プラチナ世代（概ね 55歳以上）が長年培ってきた知識や経験，技能を十分発揮することが必要である。このため，平成 21年 4月に関係機関・団体等で設立した「広島県プラチナ世代支援協議会」を運営し，事業の効果的な実施とプラチナ世代の積極的な社会参画や地域貢献できる社会の構築を推進する。（平成 21年度創設） （単位 千円） 事 業 事 業 内 容 予算額 広島県プラチナ世代支援協議会の運営 広島県，（社福）広島県社会福祉協議会，及び（公財）広島県老人クラブ連合会等 10団体で構成 ・プラチナ世代の社会参画促進に普及啓発，広報・情報提供等 602 交流促進イベント・ＰＲの実施 ・交流促進イベントの実施 ・フェイスブック等による地域団体等の継続的な紹介 4,100 プラチナ世代の活躍に向けた支援  プラチナ世代を対象とした子育て支援講座等の実施の円滑化を図り，高齢者の子育て支援活動への参画を促進 2,000  プラチナ大学（健康福祉大学）の卒業生等を中心に，高齢者福祉に係るボランティア活動等をマッチングし，社会参画に係る地域リーダーを育成 1,000 社会参画の基盤整備 新たに社会参画活動団体を設立する者及びプラチナ世代の社会参画を促進させるための組織強化を目的とする団体に対して，予算の範囲内で助成金を交付 600 プラチナ大学（広島県高齢者健康福祉大学校）の運営 人材の育成と活動の場に結びつける仕組みづくり ・広島県社会福祉協議会に委託して実施 7,948 
 

 ３ 地域支援対策の推進 （1） 地域包括ケアの推進   ア 地域包括ケア推進センター事業（予算額 60,182 千円） 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう，医療，介護，予防，住まい，生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の構築を推進するため，平成 24年 6 月に設置した「広島県地域包括ケア推進センター」において，関係団体や市町への支援，助言を行うとともに，多職種連携体制を整備するためのワーキング・チームの設置やモデル事業等を実施する。（平成 24 年度創設）  《広島県地域包括ケア推進センターの概要》 委 託 先 財団法人広島県地域保健医療推進機構 実施場所 県健康福祉センター（広島市南区皆実町一丁目 6-29）  主な機能 ○ 医療と介護の連携の推進  チームケア体制推進，人材育成など ○ 在宅ケアの推進  地域包括支援センターの機能強化，在宅医療・訪問看護・リハビリの推進，地域リハビリテーションの推進，自立支援型ケアの促進 ○ 専門相談・啓発業務  認知症介護・高齢者権利擁護・リハビリテーション相談，情報発信  



 イ  在宅医療推進医等リーダー育成事業（予算額 4,800 千円） 地域において，在宅医療の中心となる医師・看護師・地域包括支援センター職員等の在宅医療従事者及び市町行政に対して，多職種協働による在宅チーム医療についての研修を行い，在宅医療に関する地域の指導者（在宅医療推進医（コミュニケーションリーダー））を日常生活圏域単位で育成する。（平成 24年度創設）  ウ 【新】在宅医療推進拠点整備事業（予算額 25,000 千円） 県民が住みなれた地域で生活することを支えるため，在宅医療において積極的役割を担う推進拠点を整備し，地域の医師，歯科医師，薬剤師，看護職員，ケアマネージャーなどの多職種協働による在宅医療の支援体制を構築することで，退院支援から生活の場における療養支援，急変時の対応，看取りまでが包括的かつ継続的に実践される「広島モデル」の地域完結型在宅医療提供体制を確立する。（平成 25年度創設）  エ 在宅歯科医療連携室整備事業（予算額 4,058 千円） 県内の訪問歯科診療及び訪問口腔ケアを効果的に推進するため，在宅歯科医療連携室を県内の地区歯科医師会内に設置し，在宅歯科医療における医科や介護等の他分野との連携を図るための窓口を設置することにより，住民や在宅歯科医療を受ける者及びその家族のニーズに応え，地域における在宅歯科医療の推進及び他分野との連携体制の構築を図る。（平成 23 年度創設）  オ 【新】地域包括ケア推進補助金 （予算額 43,125 千円）      県内における地域包括ケアシステムの構築を推進するため，市町が一つの日常生活圏域を対象として地域包括ケアシステムの構築に向けた新たな取組や既存の取組への拡充を行う場合，財政支援のための補助金を交付する。（平成 25 年度創設）       補助基本額 １市町当たり２，５００千円       負 担 割 合 県３／４，市町１／４（広島市及び福山市含む。）  カ 【新】地域包括ケアロードマップ策定事業 （予算額 32,627千円）      全ての日常生活圏域において，高齢者が要支援や要介護の状態になっても，住み慣れた地域で在    宅を基本とした生活を送ることができるよう，各日常生活圏域の実情に応じた地域包括ケアの実現に向けた市町の行動計画となるロードマップの策定を支援する。（平成 25年度創設）  キ 【新】在宅高齢者支援情報システム試行事業（予算額 30,000 千円） 地上デジタル放送のデータ放送を活用し，高齢者等が健康・医療・地域情報に容易にアクセスできるとともに，将来的に高齢者の健康状態を把握し，必要な指導等を行える先進的な情報システムを開発する放送事業者等に対して，開発研究・検証に係る費用を助成する。（平成 25 年度創設） 



 （2） 認知症対策の推進（予算額 15,195 千円） 認知症の人やその家族等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう，認知症に関する「普及啓発と情報提供の促進」，「早期診断の推進と適切な医療の提供」，「認知症ケアの質の確保と向上」，地域の実情に応じた「支援体制の構築」など，総合的な認知症対策を推進する。  ア  認知症にやさしい地域づくり支援事業（予算額 2,152 千円） 認知症の人やその家族等を支援するため，医療と介護の連携強化等により地域における支援体制の構築等について検討を行う認知症地域支援体制推進会議を開催する。 また，県民に対し，認知症の理解促進を図るため，世界アルツハイマーデー（9 月 21 日）からの一週間を「オレンジリング週間（認知症理解促進強化週間）」として位置づけ，オレンジリング・イベントを開催する。（平成 19年度創設）  イ 認知症医療・介護研修事業（予算額 3,043 千円） 「早期診断の推進と適切な医療の提供」と「認知症ケアの質の確保と向上」を図るため，高齢者等が日ごろ受診するかかりつけ医の認知症診療等に対する技術的助言等を行う医師や，介護保険施設等の認知症介護従事者等に対し，認知症に関する研修を実施する。（平成 13年度創設）   事  業  名 事   業   内   容 認知症専門医療向上研修 認知症専門医等を対象とし，認知症医療のレベルアップを図る「認知症臨床研修」への派遣 認知症介護実践研修 認知症介護の基本知識等の習得を図る「実践者研修」「実践リーダー研修」及び実践リーダー研修修了者等を対象とする「フォローアップ研修」 認知症介護指導者養成研修 認知症介護実践研修等の講師等の役割を担う認知症介護指導者を養成するための研修とその修了者を対象としたフォローアップ研修 地域密着型サービス指定 要件研修 「認知症対応型サービス事業管理者研修」「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」及び「認知症対応型サービス事業開設者研修」    ウ 認知症地域連携体制構築事業（予算額 10,000 千円） 認知症のある高齢者に適切な医療とケアが提供できるよう，医療と介護の関係者が認知症患者の情報を共有するための仕組みづくりに向けた検討部会において，地域連携パス導入モデル事業の成果と課題の検証や標準的地域連携パスの作成を行うとともに，地域連携パスの本格導入のための支援を実施し，各地域での認知症地域連携パスの導入を促進する。（平成 24年度創設）   （3） 高齢者虐待予防対策の推進 平成 18 年 4 月に高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が施行されたことに伴い，法の趣旨等を県民，事業者，関係団体，市町等に対し，普及啓発を図る。 また，虐待防止施策に反映させるため，県内の高齢者虐待の状況を把握するとともに，集計結果を公表する。 県内の 23市町のうち平成 24年度末までに 19 市町が「高齢者虐待防止ネットワーク会議」を設置して虐待防止対策に組織的に取り組んでいる。また，未設置の市町に対しては，早期の設置を働きかけていくとともに，市町及び関係団体とも連携し，高齢者虐待の防止，養護者の支援に努める。 



 （4） 民生委員児童委員協議会への指導援助 広島県民生委員児童委員協議会及び各地区民生委員児童委員協議会に対し活動費を助成し，民生委員児童委員活動の充実強化に努める。（民生児童委員研修等事業費補助金 昭和 52 年度創設，民生委員協議会運営費県費負担金 昭和 48 年度創設）  第 2 表 民生委員・児童委員活動に対する補助等の状況 （単位  千円） 区            分 平成 25 年度 平成 24 年度 平成 23 年度 県 民 児 協 補 助          2,437 2,437 2,437 地区民協運営費補助 11,947 11,947 11,947 民生委員・児童委員の報償費の支払いについては，平成 17 年度から順次市町へ権限移譲 移譲事務交付金  民生委員・児童委員 1 人当たり年額 58,200 円 負担割合  県 10／10                第 3 表 民生委員・児童委員定数の推移 （単位   人） 区   分 県  分 広島市分 福山市分 合  計 摘      要 平成 24 年 4月 1 日 3,144（250） 1,961（200） 887（69） 5,992（519） 安佐南区伴地区 2名増，安佐北区落合地区 1名増，口田地区 1名増，佐伯区五日市南地区 1名増 平成 23 年 4月 1 日 3,144（250） 1,956（200） 887（69） 5,987（519） 安佐南区安地区 1名増，安佐北区真亀地区 1名増，三入地区 1名増，安芸区瀬野地区 1名増 平成 22 年 12月 1 日 3,144（250） 1,952（200） 887（69） 5,983（519） 一斉改選 平成 22 年 4月 1 日 3,142（250） 1,952（200） 887（69） 5,981（519） 東区牛田地区の区域 2 分割により主任児童委員 2名増，西区古田地区 2名増，安佐南区大町東地区 1名増，山本地区 2名増，安芸区矢野地区の区域 2 分割により 2名増及び主任児童委員 1名増，佐伯区湯来地区の区域 2 分割により主任児童委員 2名増 平成 21 年 4月 1 日 3,142（250） 1,940（195） 887（69） 5,969（514） 安佐南区原地区 1名増，大塚・伴南地区1名増 平成 20 年 4月 1 日 3,142（250） 1,938（195） 887（69） 5,967（514） 安芸区瀬野地区 1名増，矢野地区 2名増 平成 19 年 12月 1 日 3,142（250） 1,935（195） 887（69） 5,964（514） 一斉改選 平成 19 年 4月 1 日 3,142（257） 1,935（195） 887（69） 5,964（521） 安佐南区沼田地区の区域 3 分割により主任児童委員 4名増 平成 18 年 3月 1 日 3,142（257） 1,931（191） 887（69） 5,960（517） 神辺町が福山市と合併,主任児童委員 4名増 平成 17 年 4月 25 日 3,236（260） 1,931（191） 789（62）  5,956（513） 湯来町が広島市と合併 平成 17 年 2月 1 日 3,267（262） 1,900（189） 789（62） 5,956（513） 沼隈町が福山市と合併 平成 16 年 12月 1 日 3,302（264） 1,900（189） 754（60） 5,956（513） 一斉改選 平成 15 年 4月 1 日 3,342（281） 1,898（187） 754（60） 5,994（528） 旧新市町の区域 2 分割により主任児童委員 1名増 平成 15 年 2月 3 日 3,342（281） 1,898（187） 753（59） 5,993（527） 内海町，新市町が福山市と合併 平成 13 年 12月 1 日 3,415（286） 1,898（187） 680（54） 5,993（527） 一斉改選 平成 10 年 12月 1 日 3,360（231） 1,829（126） 660（41） 5,849（398）    〃 平成 10 年 4月 1 日 3,360（231） 1,762（126） 625（41） 5,747（398） 福山市が中核市へ移行 （注）（    ）内は，主任児童委員数で内数である 
 第 4表 民生委員・児童委員の活動状況 （単位  件，％） 区     分 内 容 別 相 談 ・ 支 援 件 数  在宅福祉       介護保険       保健医療       健康・       母子保健       子育て・       地域生活       子どもの       ・学校生活       子どもの教育 生活費       年金・保険       仕事       家族関係       住居       生活環境       日常的な支援 その他       計 平成 24年度 件数 17,139  5,904  16,079  3,072  11,052  7,257  3,696  970  1,037  4,825  2,186  6,175  29,299 25,723 134,414 構成比 12.8  4.4  12.0  2.3  8.2  5.4  2.7  0.7  0.8  3.6  1.6  4.6  21.8  19.1  100.0  平成 23年度 件 数 19,198  6,360  15,621  4,349  11,643  8,018  4,152  919  1,128  5,226  2,119  6,607  29,063  28,194  142,597 構成比 13.5  4.5  10.9  3.0  8.2  5.6  2.9  0.6  0.8  3.7  1.5  4.6  20.4  19.8  100.0  



    区 分 分野別相談・支援件数 その他活動件数 訪問回数 連絡調整回数 活動日数       関すること       高齢者に        
関すること        

障害者に        
関すること        

子どもに        
その他        計 調査・実態把握 

議への参加協力 
行事・事業・会 

・自主活動        
地域福祉活動        

・研修        
民児協運営        

証明事務        
見の通告・仲介 

要保護児童の発 
訪問・連絡活動 

その他        
委員相互        

関係機関        
その他の        平成 24年度 件数 80,242 9,398  23,020  21,754  134,414 86,402  98,274  145,431  88,507  6,274  1,248  761,237  260,036  140,964  106,200  513,487構成比 59.7  7.0  17.1  16.2  100.0           平成 23年度 件  数 82,994  10,409  26,085  23,109  142,597 105,963  102,149  145,199  89,444  7127  1422  769,190  268,901  148,107  108,706  427,855 構成比 58.2  7.3  18.3  16.2  100.0             ４ 高齢者福祉保健施設の整備 （1） 広域型介護保険施設等の整備（予算額 99,000 千円） 高齢者の個性やプライバシーを重視した「個人の自立を尊重したケア」を目指し，「第 5期ひろしま高齢者プラン」に基づき，高齢者福祉保健施設の個室・ユニット化を進めるなど，生活環境の向上を推進する。  （2） 地域密着型介護保険施設等の整備（予算額 2,510,276 千円） 法人等が設置する小規模介護施設等の整備等に要する経費並びに，既存の介護施設のスプリンクラー設置に要する経費等を補助することにより，介護施設等の整備促進を図るとともに，介護施設入所者の安全・安心を確保する。（平成 21 年度創設） 

 事業名 事 業 内 容 
地域介護拠点整備費 補助事業 
 

 ①定員 30 人未満の小規模介護施設等の整備に対する補助（県 10/10） 新たな小規模介護施設等を設置する経費に対して，施設種別の配分基礎単価に応じ補助する。補助形態（県⇒市町⇒法人等）  対 象 施 設 配分基礎単価 小規模特別養護老人ホーム 4,000千円×定員 小規模ケアハウス 4,000千円×定員 小規模老人保健施設 50,000千円／一施設 認知症高齢者グループホーム 30,000千円／一施設 小規模多機能型居宅介護事業所 30,000千円／一施設 認知症対応型デイサービスセンター 10,000千円／一施設 夜間対応型訪問介護ステーション 5,000千円／一施設 介護予防拠点 7,500千円／一施設 地域包括支援センター 1,000千円／一施設 生活支援ハウス 30,000千円／一施設 定期巡回・随時対応サービス事業所 5,000千円／一施設 複合型サービス事業所 20,000千円／一施設 
 



スプリンクラー等整備費 補助事業 
 ②既存介護施設等へのスプリンクラー設置に対する補助（県 10/10） 既存の介護施設等がスプリンクラーを設置する経費に対して，次の補助単価により補助する。補助形態（県⇒法人等又は県⇒市町⇒法人等）        

防災補強等改修支援事業 
 ③地域密着型施設等で防災対策上必要な補強改修等に伴う修繕等に対する補助（県10/10）   地域密着型施設等で地震等に備えた防災対策上必要な補強改修等に対し，工事費等の必要経費を，次の補助単価により補助する。 補助形態（県⇒市町⇒法人等）       

施設等開設準備等支援 補助事業 
 ④介護施設等の開設準備経費に対する補助（県 10/10） 新たな介護施設等を設置する場合に，円滑な開設を図るため，開設準備に要する経費を，次の補助単価により補助する。 補助形態（県⇒法人等又は県⇒市町⇒法人等）           

※1 は定員 30名以上 ※2 は特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの 

対 象 施 設 配分基礎単価 特別養護老人ホーム ※1 600千円／定員数 ケアハウス ※1※2 老人保健施設 ※1 養護老人ホーム 小規模特別養護老人ホーム 小規模ケアハウス ※2 小規模老人保健施設 認知症高齢者グループホーム 小規模多機能型居宅介護事業所 

対 象 施 設 配分基礎単価 特別養護老人ホーム ※1  1,000 ㎡以上の平屋建ての場合 軽費老人ホーム及び小規模多機能型居宅介護事業所については，1,000㎡以上の場合 17千円／㎡   1,000㎡未満の場合 9千円／㎡ 
老人保健施設 ※1 養護老人ホーム 老人短期入所施設（併設を含む。） 有料老人ホーム※3 小規模多機能型居宅介護事業所 ※2 認知症高齢者グループホーム 小規模特別養護老人ホーム 小規模老人保健施設 軽費老人ホーム（定員 29 人以下を含む。） ※3 ※1 は定員 30名以上 ※2 は要介護度 3以上の高齢者等が常時宿泊するもの等に限る ※3 は主として要介護状態にある者を入居させるものに限る 

対 象 施 設 配分基礎単価 小規模特別養護老人ホーム 13,000千円／一施設 小規模ケアハウス 小規模老人保健施設 認知症高齢者グループホーム 6,500千円／一施設 小規模多機能型居宅介護事業所 その他地域介護拠点整備費補助事業の対象施設であって知事が必要と認めた施設 
 



定期借地権活用整備促進 助成事業 
 

 ⑤介護施設等の定期借地権活用に対する補助（県 10/10） 新たな介護施設等を設置する際，定期借地権を活用して用地確保をする場合に，次の交付基準により補助する。 補助形態（県⇒法人等又は県⇒市町⇒法人等）  

  （3） 軽費老人ホームの運営（予算額 762,515 千円） 60 歳以上で，いろいろな事情で家庭生活をすることが困難な人の入所施設である軽費老人ホーム（Ａ型），自炊ができない程度の身体機能の低下や高齢のため独立して生活するには不安がある人の入所施設である軽費老人ホーム（ケアハウス）について，その運営費を助成する。  第 5 表 軽費老人ホーム運営費補助金の状況 （単位 人，円） 施設種別 平成 24 年度 平成 25 年度 人数 決算額 人数 予算額 軽費老人ホームＡ型 1,194 116,238,000 1,196 116,958,000 ケアハウス 13,523 669,164,000 13,427 645,557,000 計 14,717 785,402,000 14,623 762,515,000    第 6 表－１ 高齢者福祉保健施設等整備目標数 （単位 人） 区   分 平成23年度末 整備数 24-26年度 整備予定数  平成24年度 整備数 平成26年度末 整備目標数 療養病床からの 転換を除く整備 予定数（再掲） 養護老人ホーム 1,808 50 0 0 1,858 特別養護老人ホーム 10,618 1,901 1,860 592 12,519 軽費老人ホーム Ａ型 300 0 0 0 300 ケアハウス 2,043 0 0 0 2,043 計 2,343 0 0 0 2,343 介護老人保健施設（注 2） 8,149 (50) 2,920 (2,164) 484 (14) 232 (142） 11,069 (2,214) 合 計 22,918 (50) 4,871 (2,164) 2,344 (14) 824 (142) 27,789 (2,214) （注）1  広島市，福山市分を含む。 2  介護療養型老人保健施設の定員数を（ ）内に再掲している。 

対 象 施 設 交付基準等 特別養護老人ホーム ※1 ・交付基準 整備する用地に係る国税局長が定める路線価の２分の１を上限とする。 ・対象経費 定期借地権設定の際に授受される一時金 ・補助率 ２分の１ 
ケアハウス ※1※2 老人保健施設 ※1 養護老人ホーム 小規模特別養護老人ホーム 小規模ケアハウス ※2 小規模老人保健施設 認知症高齢者グループホーム 小規模多機能型居宅介護事業所 ※1 は定員 30名以上 ※2 は特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの 



 第 6 表－2 高齢者福祉保健施設等入所の状況 （単位 所，人） 区   分 平成 24 年度 平成 25 年度 施設 定員 入所者 施設 定員 入所者 養護老人 ホーム 公立 5 260 260 3 150 149 法人立 26 1,548 1,547 28 1,658 1,651 計 31 1,808 1,807 31 1,808 1,800 特別養護 老人ホーム （注 3） 公立 5 264 259 3 160 154 法人立 181 (20) 10,576 （502） 10,118 （360） 192 (25) 11,050 (643) 10,765 (552) 計 186 10,840 10,377 195 11,210 10,919 軽費老人ホーム Ａ 型 法人立 5 300 281 5 300 263 ケ ア ハウス 公 立 1 30 30 1 30 27 法人立 59 1,943 1,860 60 2,013 1,903  計 65 2,273 2,171 66 2,343 2,193 介護老人 保健施設 （注 4） 公立 3 270 247 （17） 3 270 251 （17） 法人立 104 8,284 7,764 （287） 107 8,519 8,011 （335） 計 107 8,554 8,011 （304） 110 8,789 8,262 （352） 合 計 公立 14 824 796 10 610 581 法人立 375 22,651 21,570 392 23,540 22,295 計 389 23,475 22,366 402 24,150 22,876 有料老人ホーム 98 4,786 4,119 104 5,136 4,395  （注）1 各年度とも 4月 1 日現在の数である。 2 広島市，福山市分を含む。 3 地域密着型特別養護老人ホーム（定員 30 人未満の特別養護老人ホーム）の施設数及び定員数を（ ）内に再掲している。 4 介護老人保健施設については，空きベッドをショートステイ（短期入所療養介護）として活用している数を（ ）内に再掲している。 
 


